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とちぎ市民活動推進センター設置方針 

 

第１章 設置の意義 

 

１ 背景 

  近年の急速な社会経済の進展により住民の社会的ニーズは多様化してきており、

これまでの行政をはじめとする既存の社会構造では、このような変化に対応できな

くなってきています。そこで、中央依存型に代わる地方分権の推進や規制緩和の拡

大などさまざまな分野で改革が進められています。また、最近では、行政が幅広く

社会的なニーズを充足すべきとする社会から、「民間が行うことが可能なものは民

間に委ねる」という社会へ移行しつつあり、行政は、行政として行うべきことを見

極め、民間との役割の分担を進める必要があります。 

  一方、住民の意識は「経済的豊かさ」から「精神的な豊かさ」を重視する方向に

変化してきており、社会的な役割を果たすことに生きがいを見いだそうとする活動、

生涯を通じて学び、その成果により社会への貢献を果たしていこうとする活動、災

害時の救済活動、さらには、まちづくり等、世代、性別を問わず自らの問題意識・

関心でとらえた社会的な課題を自主的な活動により解決しようとする人々が増え

つつあります。 

  このように社会・経済環境や住民意識が変化する中で、さまざまな社会的課題を

解決するための新たな担い手として、ボランティアやＮＰＯに大きな期待が寄せら

れてきており、その対策が望まれています。 

 

２ 設置の趣旨 

  このような状況から、市民自らが、積極的に社会的な課題や地域社会づくりに取

り組める環境をつくり、また、市民が行う自由な市民活動の促進を図り、市民、行

政、企業、ＮＰＯ・ボランティア団体等が「目的意識の共有」及び「相互理解」に

基づく対等な関係の下での協働を支援し、さまざまな情報の受発信や交流の拠点と

して設置します。 

 

３ （仮称）市民活動サポートセンター市民検討会議からの報告 

  （仮称）市民活動サポートセンター市民検討会議については、（仮称）市民活動

サポートセンターの設置等について広く意見等を聴くことから、社会貢献活動の実

践者、公募による市民、学識経験者により平成１５年１０月２０日に設置されまし

た。 

  以来、設置について検討を重ね、幹事会を１３回、検討会議を１４回実施し、平
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成１６年３月２５日に市長に対して検討結果の中間報告が、また、平成１６年８月

１２日に「（仮称）市民活動サポートセンター設置に関する検討結果報告書」の提

出がありました。 

  この設置方針は、市民検討会議から提出のあった検討結果報告や意見等を充分に

尊重し策定にあたりました。 

 

 

第２章 市民活動の定義、現状、課題 

 

１ 市民活動の定義 

営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する活動であって、

自発的に行うものをいいます。ただし、宗教・政治を主たる目的とする活動や選挙

活動は含まれません。 
  

２ 市民活動の現状 

  市における市民活動を行う団体等は、生涯学習関係登録団体（登録数団体３５団

体、個人８４人）などによる活動も見受けられるが、一般的に、栃木市社会福祉協

議会への登録により把握されています。登録数については、団体６４団体、個人１

２人の状況にあります。活動内容は、社会福祉協議会が母体となっていることもあ

り、福祉系のものがほとんどでありますが、最近では、環境、文化、観光等福祉系

以外の活動団体の登録も増えつつあり、福祉系団体の占める割合は、６割程度とな

っています。 

  また、平成７年の阪神淡路大震災の復旧ボランティアを契機に成立した特定非営

利活動促進法に基づく NPO 法人の設立も見られ、市内法人数は、平成１６年７月末

日現在１１団体を数えるに至っております。 

  なお、平成１４年７月の台風による浸水被害が市内において発生したときには、

市民を中心に活発なボランティア活動が行われました。 

 

３ 市民活動の課題 

  市民が市民活動に参加したいと考えても、その方法などの情報不足から、市民活

動に結びつかないことがあり、市民に対する市民活動に関する情報の受発信の拠点

が求められています。 

  また、活動している団体等は、それぞれの活動は熱心に取り組んでいるが、市民、

行政、企業等との団体等との連携については遅れている状況にあり、そのネットワ

ーク化が求められています。 

したがって、本市における市民活動の促進を図るための早急な対策が必要となっ

ています。 
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第３章 市民活動の推進策 

 

１ 支援のための環境整備 

  市内では、福祉、環境、文化をはじめとする多くの分野で、各団体が活動してい

ます。また、これからボランティアやＮＰＯ等の社会的な活動に参加したいと考え

ている人が増えてきています。 

  このような市民活動が活発化している現状から、市民の自発性に基づく公益的な

活動を支援するための環境整備を行います。 

 

２ 市民参加の環境整備 

  市民は、市民活動の主体であり、活動の活性化を図っていく上で中心となってい

く必要があることから、参加していく上で支障となっている「参加へのきっかけ」、

「情報」の充実を図り、参加しやすい環境整備を行います。 

 

３ 協働のための環境整備 

  市民、ＮＰＯ、ボランティア、行政、企業等間の交流や協働を図っていくため、

「目的意識の共有化」、「相互理解」、「協働のルール作成」等を進めていく必要があ

ることから、交流、情報交換、意見交換のための機会や、ネットワークを構築して

いくための環境整備を行います。 

 

 

第４章 センターの設置 

 

１ 設置目的 

  市民活動の推進策を実施するための拠点としてとちぎ市民活動推進センターを

設置します。 

  また、センターの設置目的は次のとおりとします。 

  ① 市民活動を普及、啓発し、市民一人ひとりを支援する場 

  ② 市民一人ひとりが市民活動の情報を得ることができる場 

  ③ 市民活動団体の自立・成長を支援する場 

  ④ 市民、ＮＰＯ・ボランティア、行政、企業等との協働を促進するためのネッ

トワークづくりの場 

 

２ 機能 

  センターは、目的を達成するため次の機能を有する施設とします。 

 

 (1) 情報収集・提供の一元化機能 

   市民・ＮＰＯ・ボランティア等の活動に関する情報やボランティア等の人材情

報、イベント情報などの各種情報を収集、提供し、情報の一元化を図ります。 
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  【主な取り組み】 

   ① 市民・ＮＰＯ・ボランティアの活動に関する情報収集・提供 

② 展示スペースの管理運営 

③ 各種図書等資料の管理・貸し出し 

④ 市民活動支援データベースシステムの運用 

⑤ その他市民活動に関する情報の提供 

 

 (2) 交流・理解促進機能 

   市民やＮＰＯ・ボランティア、企業、行政等が自由に情報交換をし、交流を深

めることができるスペースを確保します。また、イベントや意見交換会等の交流

機会を提供するとともに、理解促進を図ります。 

  【主な取り組み】 

   ① 市民やＮＰＯ・ボランティア等が交流できる場の提供 

② メールボックス、掲示板の設置 

③ 交流イベントの開催  

 

 (3) 広報・研修機能 

   市民活動について市民に広報し、ＮＰＯ・ボランティアに関する研修や、人材

の育成等を行います。 

  【主な取り組み】 

   ① 活動の状況を伝える広報誌の発行 

   ② 各種研修会等の開催 

 

 (4) 相談機能 

   ＮＰＯの組織運営やＮＰＯ法人の設置、個人ボランティア活動参加等の相談、

関係行政機関や各種団体、企業等との協働に関する相談を行います。 

  【主な取り組み】 

   ① ＮＰＯ・ボランティア相談 

   ② ＮＰＯ法人設立相談 

③ 協働に関する相談 

 

 (5) 活動場所・事務機器の提供 

   ＮＰＯ・ボランティア等の活動を支援するため、研修室や作業室などのスペー

ス及び事務機器等を提供します。 

  【主な取り組み】 

   ① 研修室や作業室等の提供 

   ② 印刷機等の事務機器の提供 

   ③ ロッカーの設置 
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３ 施設の名称 

 

 (1) 名 称 

   名称は、市民活動の自立性や行政との対等的な協働関係構築の拠点という観点

から、「支援」｢サポート｣という用語は極力避けた名称とし、次のとおりとしま

す。 

 

   名 称  とちぎ市民活動推進センター 

  

 (2) 愛 称 

   市民から親しまれる施設とするため正式名称の他に愛称を付けます。また、愛

称については広く市民等から公募します。 

 

４ 設置場所 

  市民活動の活性化を促進するため、市内の既存施設の活用及び交通の便などに配

慮し、次のとおり設置します。 

 

  設置場所  栃木市境町１９番３号 駅前庁舎 １階 

 

 

５ 開館時期 

 開館時期は、平成１７年３月とします。 

 

６ 運営 

 

 (1) 運営主体 

   市が設置し、運営は市民の自主性、自発性、多様性を活かした運営を目指し、

市民活動団体等への民間委任等による「公設民営」とします。 

しかし、当初は、業務の円滑な執行及び市における「指定管理者制度」への移

行を勘案し「公設公営」とします。 

   なお、平成 18 年度を目途に民営化を図ることとします。 

 

 (2) 管理業務の委任 

   「公設民営」方式に移行した場合は、「指定管理者制度」により管理業務の委

任を行うものとします。 

  ① 委任の形態 

    センターは、市民の様々なニーズに対応できる意義のある施設にするため、

その管理運営はＮＰＯやボランティアの特性や活動情報に精通しているＮＰ

Ｏや公益法人、民間の団体等への委任により行います。 
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  ② 委任の方法 

    センターは、ＮＰＯやボランティアの創意工夫を活かして運営することが望

ましいことから、委任にあたっては、「指定管理者制度」により、複数のＮＰ

Ｏや民間団体等から管理運営方法や事業の実施方法等に関する事業計画書を

提出させ、選定基準により選定し、議会の議決を得て指定管理者の選定、協定

書を締結していくものとします。 

 

(3) 開館日等 

  ① 開館日 

次に掲げる日を除き、開館するものとします。 

     ア 毎週水曜日。ただし、その日が祝日に当るときは、その翌日 

     イ 年末年始（１２月２９日～翌年の１月３日） 

     ウ その他、保守点検等で運営が困難な日 

② 開館時間 

     ア 平日及び土曜日  午前１０時００分～午後９時 

     イ 日曜及び祝日   午前１０時００分～午後５時 

  

 (4) 職員の配置 

   センターには、原則として次により職員を配置します。 

   「公設公営」の場合、センター長、臨時職員を配置 

   「公設民営」の場合、管理運営をする団体の職員を配置 

   なお、職員は、常時２名以上を配置し、利用者の利便性を図るものとします。 

 

 (5) 使用者の範囲 

   センターを使用できる者は、原則として市民活動を行う個人又は団体とします。 

 

 (6) 運営委員会の設置 

   センターの運営について審議し、助言を行うなど、適切公正な運営に資するた

め、市において運営委員会を設置します。 

   人選にあたっては、市民活動団体、各分野の有識者を加え、広く市民の意見を

聴くものとします。 

 

 (7) 利用者協議会の設置 

   センター利用者の意見の反映及び利用者間の協働を促進するために利用者協

議会を設置します。 

   協議会は、原則として登録した団体及び個人を構成員とし、その代表者等によ

り、自主的な運営を目指すものとします。 
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 (8) 運営上の留意事項 

  ① 透明性の確保 

    運営にあたっては、透明性の確保に努めます。 

  ② 市の関与 

    市は、管理的な運営にならないよう努めます。また、民営化になった場合で

も、委任団体との調整に努めます。 

  ③ 委任を受けた団体 

    管理運営の委任を受けた団体は、運営委員会の下で、適切かつ公正な運営が

求められ、その委任を受けた団体独自の理念に基づく日常的活動とは明確に仕

分けすることが要求されます。 

  ④ 事業報告書の提出 

    委任団体の運営が適切かつ公正に行われているか、また、委任業務の成果が

目標を達成しているか等について、委任団体から毎年度終了後に義務付けられ

ている事業報告書を提出させ、事業の評価及び管理指導を行います。 

 

７ 施設の整備 

 

 (1) 整備内容 

     

施設名・コーナー等 機  能  等 設備・備品等 

玄関  玄関入口のスロープ設置 

玄関の自動ドア化 

ホール  壁面に手すりの設置 

トイレ  

 

男女トイレ、多目的トイレの設

置、ベビー用ベッド 

事務室 ・職員の事務スペース 

・利用、運営管理、各種相談等

の総合窓口 

受付カウンター 

事務机、椅子 

電気・電話配線 

交流コーナー ・談話、交流、情報収集等のス

ペースとして誰でも気軽に利

用できる場所 

テーブル、椅子 

テレビ、ビデオデッキ 

メールボックス 

貸出用ロッカー 

図書・資料コーナー ・市民活動に関する図書、資料

を蓄積し、利用者が閲覧でき

る場所 

書架、図書類 

展示コーナー ・ボランティア募集、イベント

情報等の掲示 

掲示板 



 8 
 

パソコンコーナー ・ボランティア、ＮＰＯの情報

等を知りたい場合に検索がで

きる 

パソコン、プリンター 

電気・電話配線 

相談室 ・ＮＰＯ立ち上げ、ボランティ

ア活動参加、協働等に関する

相談室 

・少人数の簡単な打合せ場所と

しても使用 

テーブル、椅子 

印刷室 ・団体のチラシや機関紙の印刷

ができる印刷機やコピー機を

設置 

コピー機、簡易印刷機 

電気配線 

作業室 ・印刷物の製本、区分け、その

他の作業を行う場所 

・少人数の簡単な打合せ場所と

しても使用 

作業台、椅子 

研修・会議室 ・研修や会議等を行う場所 テーブル、椅子 

ホワイトボード、映写機 

湯沸室  湯沸かし器、ガスコンロ 

ガス管配管 

更衣室 ・職員用 ロッカー 

全館  セキュリティシステム 

駐車場 ・利用者用駐車場  

その他 ・施設名看板 外看板、建物用看板 

 

 (2) センターイメージ図 

   センターのイメージ図は（図－１）のとおりです。 

 

８ 使用料 

  センターの使用料は、無料とします。 

 

９ 条例等の制定 

  センターの設置にあたっては、センター設置条例及び同条例施行規則等の制定を

行います。 



（図―１）

とちぎ市民活動推進センターイメージ図
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図書・資料コーナ

交流コーナー

展示コーナー

メールボックス

受
付

作業室

印刷室
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